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豊川市総合保健センター（仮称）整備に係る設計業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

豊川市が実施する豊川市総合保健センター（仮称）整備に係る設計業務委託の事業者の選

定に当たり、本プロポーザル実施要領に基づき、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当

該業務の受託者として選定するため、公募型のプロポーザルを実施します。 

 

第１ 一般事項について  

１ 背景・趣旨  

令和３年５月に策定した「豊川市総合保健センター（仮称）基本構想」（以下「基本構

想」という。）及び令和４年２月に策定した「豊川市総合保健センター（仮称）基本計画」

（以下「基本計画」という。）を十分理解し、豊川市が計画している保健センター機能を

核とした複合施設整備に係る基本設計及び実施設計業務を委託するにあたり、柔軟かつ

高度な発想力や設計能力及び豊富な知識、経験を有する設計者を特定することを目的と

します。 

 

２ 豊川市総合保健センター（仮称）整備事業の概要等 

(1) 事業予定地 愛知県豊川市八幡地区（豊川市白鳥町兎足１番地６他） 

(2) 敷 地 面 積 約１１，１００㎡ 

(3) 施 設 規 模 ５，３００㎡以内 

(4) 導 入 機 能 教育・相談機能、妊産婦支援機能、健康診査機能、児童発達支援機能、

医療機能、非常時機能ほか 

 

３ 業務内容  

(1) 業 務 名 

豊川市総合保健センター（仮称）整備に係る設計業務委託 

(2) 業 務 内 容 

豊川市総合保健センター（仮称）建設工事及びこれに附帯する工事等に係る基本設計

及び実施設計 

(3) 想定事業費 

約２７億８千万円（外構工事等を含む。） 

(4) 履 行 期 限 

ア 基本設計業務・地質調査業務 令和５年３月３１日 

イ 実施設計業務        令和６年２月２９日 

(5) 履 行 期 間 

ア 基本設計業務 契約締結日の翌日～令和５年３月３１日 

イ 実施設計業務 令和５年４月１日～令和６年２月２９日 

ただし、次のとおり部分引渡しを行うものとする。 
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概算事業費等 令和５年８月３１日まで 

設計図書・積算資料等建設工事発注に関するもの 

 令和５年１２月２８日まで 

(6) 予 算 概 要 

１３２，９０２千円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（うち、令和４年度は４０，９６４千円以内、令和５年度は９１，９３８千円以内と

する。） 

 

４ 選定の方式  

非公開の一次審査及び二次審査の二段階で受託者を特定する公募型プロポーザル方式

とします。 

(1) 一次審査 

参加表明書等の内容を確認し、参加要件を満たす者について、豊川市総合保健センタ

ー（仮称）整備に係る設計業務委託プロポーザル評価要領（以下「評価要領」という。）

に基づき、事務局にて採点を行い、二次審査の対象とする４者を選定し、二次審査（技

術提案書）の参加要請を行います。 

(2) 二次審査 

プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、評価要領に基づき、最優秀者及び優秀

者それぞれ１者を特定します。 

 

５ その他  

(1) 名 称 

豊川市総合保健センター（仮称）整備に係る設計業務委託プロポーザル 

(2) 主催者 

豊川市  

(3) 事務局 

名  称 豊川市子ども健康部保健センター 

所 在 地 郵便番号 442-0879 豊川市萩山町３丁目７７-１・７７-７ 

電  話 0533-89-0610 ＦＡＸ 0533-89-5960 

Ｅメール hokens@city.toyokawa.lg.jp 

対応時間 午前９時～午後５時（土曜日、日曜日、祝日は除く。） 
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第２ 実施スケジュールについて 

区分 内容 日程 備考 

一次審査 手続き開始の公表 令和４年３月２５日（金） 市ホームページに

掲載 

市告示板、保健セ

ンター窓口に掲示 

実施要領等の配布期

間 

令和４年３月２５日（金） 

～令和４年４月８日（金） 

市ホームページか

らダウンロード 

質疑の提出期間 令和４年３月２５日（金） 

～令和４年４月５日（火） 

提出方法：電子メ

ールにより提出 

参加予定者説明会 令和４年４月８日（金）  

質疑の回答 令和４年４月８日（金） 回答方法：参加予

定者説明会にて回

答 

参加表明書提出期間 令和４年３月２５日（金） 

～令和４年４月１４日（木） 

提出方法：持参 

結果通知および二次

審査参加要請 

令和４年４月２１日（木） 通知方法：郵送 

辞退届提出期限 令和４年４月２６日（火）  

二次審査 質疑の提出期間 令和４年４月２１日（木） 

～令和４年５月６日（金） 

提出方法：電子メ

ールにより提出 

質疑の回答 令和４年５月１１日（水） 回答方法：提案書

提出者に電子メー

ルにて回答 

技術提案書等の提出

期間 

令和４年４月２１日（木） 

～令和４年５月２０日（金） 

提出方法：持参 

プレゼンテーション・

ヒアリング 

令和４年６月９日（木）予定 詳細：参加者に直

接連絡 

結果通知 令和４年６月１７日（金）予定 通知方法：郵送 
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第３ 応募資格について 

１ 応募資格 

本プロポーザルに参加できる者（以下「参加企業」という。）は、単体企業とします。

また、必要に応じて協力者（以下「協力事務所」という。）を設けることができます。 

(1) 前提となる要件 

参加企業はそれぞれ以下のア～クの、協力事務所はア～キの全てを満たさなければ

なりません。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定による一級建築士事務所登

録をしていること。 

イ 対象業務における豊川市での競争入札参加資格を有していること。資格を有して

いない場合は、参加表明書提出期限（令和４年４月１４日）までに愛知県に対して、

愛知県内における競争入札参加資格の申請を行うこと。 

ウ 豊川市の指名停止措置要綱による指名停止処分又これに準ずる措置を受けていな

いこと。 

エ 豊川市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱に基づく排除措

置を受けていないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立てがなされていないこと。 

カ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

キ 国税又は地方税の滞納をしていないこと。 

ク 令和４年４月８日（金）に開催するプロポーザル参加予定者説明会に参加した（す

る）者であること。 

(2) 参加企業及び協力事務所の実績要件 

平成１９年４月１日から令和４年３月３１日までに、参加企業及び協力事務所にお

いて、次の同種又は類似業務（新築、改築に限る。）を受注し、完了した実績があるこ

と。 

区分 内容 

同種業務Ⓐ 
市町村保健センター又は保健所の機能を有する延床面積５，０００㎡

以上の公共施設に係る基本設計又は実施設計業務 

同種業務Ⓑ 

次の①から③までに掲げる機能を有する延床面積５，０００㎡以上の

公共施設に係る基本設計又は実施設計業務 

① 庁舎 

② 病院又は診療所 

③ 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所 

類似業務 

次の①から④までに掲げる機能を有する延床面積１，０００㎡以上 

５，０００㎡未満の公共施設に係る基本設計又は実施設計業務 

① 市町村保健センター又は保健所 
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区分 内容 

② 庁舎 

③ 病院又は診療所 

④ 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所 

(3) 配置技術者の要件 

ア 管理技術者及び「建築（総合）」、「建築（構造）」、「設備（機械）」、「設備（電気）」

の主任技術者をそれぞれ１名ずつ配置し、兼任することはできないものとする。なお、

管理技術者及び「建築（総合）」、「建築（構造）」を除く各主任技術者は、協力事務所

から配置することができる。 

イ 管理技術者は、建築士法第２条に規定する一級建築士の資格による８年以上の実

務経験を有し、参加企業と３か月以上の直接的な雇用関係にあるものとする。 

ウ 「建築（総合）」の主任技術者は、一級建築士の資格による５年以上の実務経験を

有し、参加企業と３か月以上の直接的な雇用関係にあるものとする。 

エ 「建築（構造）」の主任技術者は、構造設計一級建築士の資格を有し、参加企業と

３か月以上の直接的な雇用関係にあるものとする。 

オ 「設備（機械）」及び「設備（電気）」の主任技術者は、設備設計一級建築士又は建

築設備士の資格を有すること。 

カ 管理技術者は、同種又は類似の業務において、「管理技術者」もしくは「管理技術

者と役職名は異なるが同じ役割を担う者」として従事した実績を１件以上有するこ

と。 

  なお、同種又は類似の業務とは、(2)参加企業及び協力事務所の実績要件における

定義と同じとします。 

キ 管理技術者及び各主任技術者は、原則として本業務が完了するまで責任をもって

本業務の役職に従事すること。 

 

２ 応募の制限  

(1) １参加企業につき１申請とします。 

(2) 協力事務所は単体企業としての参加はできませんが、複数の参加企業の協力事務所

として参加することは可能です。 
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第４ 手続き等について 

１ プロポーザルに係る書類等の配布方法 

  市ホームページに掲載します。 

豊川市ホームページ：https://www.city.toyokawa.lg.jp/ 

 

２ 参加予定者説明会 

プロポーザルに参加を希望する者に対して、説明会を開催します。なお、説明会へ参加

した者でなければ参加表明書は提出できないので注意してください。また、説明会開催前

に参加表明書を提出する場合であっても、説明会への参加は必須要件となります。 

(1) 実施日時 

令和４年４月８日（金）午前１０時から１時間程度 

(2) 会場 

豊川市勤労福祉会館大研修ホール（豊川市新道町１丁目１−３） 

(3) 内容（予定） 

ア 本業務を委託する背景 

イ 基本構想、基本計画について 

ウ 技術提案書のテーマについて 

エ 建設予定地について 

オ 質疑応答 

(4) その他 

ア 説明会へ参加を希望する場合、説明会までに電子メールにより参加予定者説明会

出席者名簿（様式第 1 号）を豊川市子ども健康部保健センターへ提出してください。 

イ 説明会までに、参加企業概要（任意様式とする。パンフレット等可。）を提出して

ください。なお、提出方法は郵送又は持参によるものとします。 

電子メールの件名：【名称又は商号】（出席者名簿）総合保健センター（仮称）設計業務委託 

Ｅメールアドレス：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

提出先所在地：郵便番号 442-0879 豊川市萩山町３丁目７７-１・７７-７ 

 

３ 一次審査 

(1) 質疑応答 

ア 質疑提出期間 

令和４年３月２５日（金）から令和４年４月５日（火）まで（土曜日、日曜日は除

く。）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書 

質疑書（様式第７号） 

ウ 提出方法 

電子メールにより事務局へ提出してください。提出後、事務局へ電話していただき、

必ず到着確認を行ってください。 
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電子メールの件名：【名称又は商号】（質疑書）総合保健センター（仮称）設計業務委託 

Ｅメールアドレス：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

確認先電話番号：0533-89-0610 

エ 回答 

「第４．２．参加予定者説明会」で定める参加予定者説明会において回答書を配布

するとともに、事務局（豊川市子ども健康部保健センター）窓口にて閲覧できるもの

とします。なお、回答に関する質問や問い合わせには、参加予定者説明会においての

み可能な限りで対応します。また、質問者の名称は公表しません。 

(2) 参加表明 

ア 参加表明書等提出期間 

令和４年３月２５日（金）から令和４年４月１４日（木）まで（土曜日、日曜日、

祝日は除く。）の各日午前９時から午後５時まで（必着）  

イ 提出図書（参加表明書等） 

  参加企業及び協力事務所の実績要件の確認や、一次審査の評価を実施するため、参

加表明書に加え、様式第２号別紙に、「第３．１．(2)参加企業の実績要件」に準じた

主要業務実績、その他必要事項を記載し、実績を証明する書類等を添付のうえ提出し

てください。 

様式番号等 名称 
提出

部数 
備考 

(ｱ) 様式第２号 

参加表明書 ２部 
添付書類１部

を含む。 

別紙 1部 
添付書類を含

む。 

(ｲ) 様式第３号 協力事務所の概要 １部 必要な場合の

み。 (ｳ) 様式第４号 誓約書 １部 

(ｴ)   

豊川市に入札参加資格を有してい

ることが確認できる書類 

※愛知県に競争入札参加資格の申

請を行った際のコピーなど 

１部 

協力事務所が

ある場合は、

協力事務所分

も提出。 

(ｵ)  建築士事務所登録通知書の写し １部  

ウ 提出方法 

上記イに示す提出図書を事務局へ事前に電話連絡したうえで、直接お持ちくださ

い。なお、郵送又は宅配便等による提出は認めません。 

事務局へ提出し確認を受けた後、直ちに様式第２号別紙を電子メールにより送信

してください。 

なお、追加資料の提出は、提出期限前は認めますが、提出期限後は認めません。 

提出先所在地：郵便番号 442-0879 豊川市萩山町３丁目７７-１・７７-７ 

Ｅメールアドレス：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

mailto:hokens@city.toyokawa.lg.jp
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エ 審査の内容 

(ｱ) 選定する提案書提出者の概数 

４者 

(ｲ) 提案書提出者を選定するための基準 

  別紙評価要領のとおり 

(ｳ) 選定期日 

     令和４年４月２１日（木）までに提案書提出者を選定します。 

(ｴ) 選定結果 

選定結果は、参加を表明した者に対し文書により通知します。なお、その結果に

対しての異議の申立てや質問には応じません。 

(ｵ) その他 

    本要領に定める応募資格を満たすものが４者以下であった場合は、評価点合計

を算出の上参加表明書を提出した者すべてを二次審査の対象とします。 

 

４ 二次審査 

(1) 質疑応答 

ア 質疑提出期間 

令和４年４月２１日（木）から令和４年５月６日（金）まで（土曜日、日曜日、祝

日は除く。）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 

イ 提出図書 

質疑書（様式第７号） 

ウ 提出方法 

電子メールにより事務局へ提出してください。提出後、事務局へ電話していただき、

必ず到着確認を行ってください。 

電子メールの件名：【名称又は商号】（質疑書）総合保健センター（仮称）設計業務委託 

Ｅメールアドレス：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

確認先電話番号：0533-89-0610 

エ 回答 

令和４年５月１１日（水）までに提案書提出者あてに電子メールにより回答します。

なお、回答に関する質問や問い合わせには一切応じません。また、質問者の名称は公

表しません。 

(2) 技術提案書等 

ア 技術提案書等提出期間 

令和４年４月２１日（木）から令和４年５月２０日（金）まで（土曜日、日曜日、

祝日は除く。）の各日午前９時から午後５時まで（必着） 
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イ 提出図書（技術提案書等） 

様式番号等 名称 
提出 

部数 
備考 

(ｱ) 様式第５号 

技術提案提出書 ２部  

業務の実施方針及び手法 

各２０部  評価テーマに対する提案 

別紙 

(ｲ) 様式第６号 
プレゼンテーション・ヒアリング参加者名

簿 
１部  

(ｳ) 任意様式 参考見積書 ２０部  

ウ 提出方法 

上記イに示す提出図書を事務局へ事前に電話連絡したうえで、直接お持ちくださ

い。なお、郵送又は宅配便等による提出は認めません。 

事務局へ提出し確認を受けた後、様式第５号技術提案提出書（添付書類含む。）を

電子メールにより送信してください。 

なお、追加資料の提出は、提出期限前は認めますが、提出期限後は認めません。 

提出先所在地：郵便番号 442-0879 豊川市萩山町３丁目７７-１・７７-７ 

Ｅメールアドレス：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

(3) 提出図書作成要領 

別紙評価要領のとおり 

(4) プレゼンテーション・ヒアリング 

ア 日時、会場等の詳細については、二次審査参加者に別途通知します。 

イ 提案者による技術提案書の説明（パワーポイントによるプレゼンテーション）と審

査委員によるヒアリングを実施します。追加資料の提出は認めません。なお、ヒアリ

ングは、「第４．３．(2)参加表明．イ」に示す提出図書を受理した順に行うものとし

ます。 

ウ 原則、管理技術者及び「建築（総合）」、「建築（構造）」、「設備（機械）」、「設備（電

気）」に係る各主任技術者となる技術者５名以内が出席してください。諸事情により

それらの技術者が出席できない場合は、当該技術者に次ぐ立場を担う技術者が出席

してください。なお、ＰＣ操作者は上記５名の中に含めてください。 

エ 技術提案書が提出されていても、プレゼンテーション・ヒアリングに欠席した企業

は、参加意思がないものとみなし、評価の対象としないものとします。 

(5) 特定結果の公表 

ア 二次審査の結果については、令和４年６月中旬を目途に豊川市ホームページにて、

最優秀者の名称、所在地、評価点及び技術提案書並びにその他の二次審査参加者に係

る評価点を公開します。また、最優秀者及び優秀者に対しては文書により通知します。 

イ 審査結果に対して異議を申し立てることはできません。 

ウ 審査結果に関する質問には回答しません。 
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(6) 最優秀者及び優秀者を特定するための評価基準 

   別紙評価要領のとおり 

 

５ その他  

(1) 提出された書類は、返却しないものとします。 

(2) 各審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けませんので、ご了承ください。 

(3) 二次審査の内容・様子については、カメラやビデオ等による撮影及び録音は禁止とし

ます。 

(4) 参加表明書等及び技術提案書等の作成並びにプレゼンテーション等の本プロポーザ

ルに関して要した費用は、応募者の負担とします。 

 (5) 提出された書類は、豊川市情報公開条例による公文書開示請求の対象となります。 

 

 

第５ 審査について 

１ 審査委員会 

受託者の選定にあたっては、「豊川市総合保健センター（仮称）整備に係る設計業務委

託受託者選定委員会」により指名された委員で構成される「豊川市総合保健センター（仮

称）整備に係る設計業務委託受託者選定委員会審査委員会（以下、「審査委員会」という。）」

により審査を行います。 

 

 

第６ 設計業務委託について 

１ 契約の締結交渉 

(1) 最優秀者に対し、優先契約交渉権が与えられ、豊川市は設計業務委託の契約交渉を行

うものとします。 

(2) 契約方法は随意契約とします。 

(3) 委託料は豊川市の算出した金額以内とし、１３２，９０２千円を上限とします。 

(4) 委託料は、基本設計業務完了後に履行部分に係る業務委託料以内で部分払いを行う

ことを予定しているとともに、残額については、本業務完了後に精算払いすることを予

定しています。 

(5) 基本設計業務により決定した施設規模に基づき、実施設計業務の契約金額について

変更契約を行います。 

(6) 本業務を受託した者又はその協力事務所と次に掲げる事実が認められる建設業者は、

本施設に係るすべての工事の入札への参加及び当該工事を請け負うことはできません。 

ア 一方が、他方に出資していること 

イ 一方の代表取締役が他方の取締役を兼ねていること 

(7) 最優秀者に選定された者が、本プロポーザル終了後に、「第７．１．失格要件」に該

当すると認められた場合又は、豊川市と最優秀者による設計業務委託の契約締結交渉
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が不調となった場合は、本プロポーザルの優秀者に契約交渉権が与えられます。 

(8) 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、事業計画等の変更又は

中止をする場合があります。この場合、応募者に対して、豊川市は一切の責任を負わな

いものとします。 

(9) 本業務は、令和４年度予算において令和５年度債務負担行為を設定し、複数年の履行

期間となっております。 

(10)提出図書に記載された技術者等は、病休、死亡、退職等の特別な場合を除き変更でき

ないものとします。また、やむを得ず変更する場合は、必ず事前に発注者の承認を得て

ください。なお、承認が得られない場合は、契約を締結しない又は契約を解除するもの

とします。 

 

２ 設計業務委託内容について 

詳細の業務内容については、別添特記仕様書を参照してください。 

 

 

第７ その他  

１ 失格要件 

本プロポーザルにおいて、次のいずれかに該当すると審査委員会が認めた場合は、失格

となります。 

(1) 提出図書が、提出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合 

(2) 提出図書が、各作成要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合 

(3) 提出図書に、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(4) 提出図書に、虚偽の内容が記載されている場合 

(5) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

(6) その他、実施要領等に違反すると認められた場合 

(7) 他者の技術提案書を盗用した疑いがある場合 

 

２ 接触の禁止  

本プロポーザルの告示から二次審査結果が公表されるまでの間において、本件に関し

て、以下の者に、直接、間接を問わず接触をした場合は失格となります。 

(1) 審査委員会委員 

(2) 事務局及び関係職員（実施要領等に定める手続きは除く。） 

 

３ 手続等において使用する言語、通貨等 

手続等において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとします。 

 

４ 著作権及び提出物の扱い 



12 

 

(1) 提出図書は返却いたしません。必要な場合は、控えを取っておいてください。 

(2) 技術提案書等の著作権は提案者に帰属します。 

(3) 豊川市は本プロポーザルに関する公表や出版、展示その他市が必要と認めるときに、

本プロポーザルにおいて提出された技術提案書、設計に対する基本的な考え方等につ

いて、無償で一部又は全部を使用できるものとします。 

 

５ 辞退  

参加表明書提出以降に、辞退する場合は、辞退届（様式第８号）を事務局に提出してく

ださい。 

 

６ その他 

 (1) 本プロポーザルへの参加企業が１者の場合であっても、当該企業の実績要件、技術提

案書及びプロポーザル・ヒアリングを総合的に評価し、受託者として適当であると判断

された場合に限り、受託者を特定するものとします。 

(2) 特定された提案は、設計の段階で発注者の指示により変更を求める場合があります。 

 

７ 配布資料 

資料１ 豊川市総合保健センター（仮称）基本構想 

資料２ 豊川市総合保健センター（仮称）基本構想（概要版） 

資料３ 豊川市総合保健センター（仮称）基本計画 

資料４ 豊川市総合保健センター（仮称）基本計画（概要版） 

資料５ その他 


